
議案第１０号

渋川市徳冨蘆花記念文学館条例施行規則の一部を改正する規則を次のよう

に制定する。

令和６年３月２８日提出

渋川市教育委員会

教育長 中 沢 守

渋川市徳冨蘆花記念文学館条例施行規則の一部を改正する規則

渋川市徳冨蘆花記念文学館条例施行規則（平成１８年渋川市教育委員会規

則第３８号）の一部を次のように改正する。

第２条第２項中「午前８時から」を「午前８時３０分から」に、「、午前

８時３０分」を「午前８時３０分」に改め、同条第３項中「教育長は、必要

」を「館長は、特に必要」に、「認めるときは、前２項」を「認めたときは

、教育長の承認を得て、前２項」に改める。

第３条第１項中「１２月２５日から１２月２９日まで」を「次に掲げると

おり」に改め、同項に次の各号を加える。

（１） 金曜日

（２） １２月２９日から翌年１月３日までの日

第３条第２項中「教育長は、必要」を「館長は、特に必要」に、「前項」を

「教育長の承認を得て、前項」に改める。

第４条中「観覧券」を「徳冨蘆花記念文学館観覧券」に改める。

第５条中「得なければ」を「受けなければ」に改める。

第８条第２項中「承認を得るものとする」を「その許可を受けなければな

らない」に改め、同条第３項中「１箇月」を「１月」に改める。

第１０条第１項中「、観覧料」を「観覧料」に、「次の」を「、次の」に

改め、同条第３項中（様式第６号）を」の次に「教育長に」を加え、「教育

長の」を「その」に改める。

様式第３号及び様式第５号中「㊞」を削る。

附 則

この規則は、令和６年４月１日から施行する。



理 由

文学館の休館日及び駐車場の開場時間並びに行政手続における押印の見直

しに伴い、所要の改正をしようとするものである。



渋川市徳冨蘆花記念文学館条例施行規則の一部を改正する規則（案）新旧対照表
（傍線の部分は改正部分）

改正案 現 行

（開館時間） （開館時間）

第２条 （略） 第２条 （略）

２ 駐車場の開場時間は、４月１日から１１月３０日までは午前８時３

０分から午後６時までとし、１２月１日から３月３１日までは午前８

時３０分 から午後５時３０分までとする。

２ 駐車場の開場時間は、４月１日から１１月３０日までは午前８時か

ら 午後６時までとし、１２月１日から３月３１日までは、午前８

時３０分から午後５時３０分までとする。

３ 館長は、特に必要があると認めたときは、教育長の承認を得て、前

２項に規定する時間を変更することができる。

３ 教育長は、必要 があると認めるときは、前２項

に規定する時間を変更することができる。

（休館日） （休館日）

第３条 文学館（駐車場を除く。）の休館日は、次に掲げるとおり

とする。

第３条 文学館（駐車場を除く。）の休館日は、１２月２５日から１２

月２９日までとする。

（１） 金曜日

（２） １２月２９日から翌年１月３日までの日

２ 館長は、特に必要があると認めたときは、教育長の承認を得て、前

項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができ

る。

２ 教育長は、必要 があると認めたときは、前項

に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができ

る。

（観覧券） （観覧券）

第４条 教育長は、条例第７条の規定による観覧料を納めた者に対して、

徳冨蘆花記念文学館観覧券（様式第１号）を交付するものとする。

第４条 教育長は、条例第７条の規定による観覧料を納めた者に対して、

観覧券 （様式第１号）を交付するものとする。

（施設等の利用の許可） （施設等の利用の許可）

第５条 条例第８条の規定により、施設等を利用しようとする者は、徳 第５条 条例第８条の規定により、施設等を利用しようとする者は、徳



冨蘆花記念文学館施設等利用申請書（様式第２号）を教育長に提出し、

その許可を受けなければならない。

冨蘆花記念文学館施設等利用申請書（様式第２号）を教育長に提出し、

その許可を得なければ ならない。

（資料の貸出し） （資料の貸出し）

第８条 （略） 第８条 （略）

２ 資料の館外貸出しを受けようとする者は、徳冨蘆花記念文学館資料

等館外貸出申請書（様式第５号）を教育長に提出し、その許可を受け

なければならない。

２ 資料の館外貸出しを受けようとする者は、徳冨蘆花記念文学館資料

等館外貸出申請書（様式第５号）を教育長に提出し、承認を得るもの

とする 。

３ 資料の館外貸出期間は、１月 以内とする。ただし、教育長が特に

必要があると認めるときはこれを延長することができる。

３ 資料の館外貸出期間は、１箇月以内とする。ただし、教育長が特に

必要があると認めるときはこれを延長することができる。

４ （略） ４ （略）

（観覧料の減免） （観覧料の減免）

第１０条 条例第１４条の規定により観覧料 の全部を免除することが

できる場合は、次のとおりとする。

第１０条 条例第１４条の規定により、観覧料の全部を免除することが

できる場合は次の とおりとする。

（１）～（４） （略） （１）～（４） （略）

２ （略） ２ （略）

３ 前項に規定する観覧料の減免を受けようとする者は、徳富蘆花記念

文学館観覧料減免申請書（様式第６号）を教育長に提出し、その

承認を受けなければならない。

４ （略）

３ 前項に規定する観覧料の減免を受けようとする者は、徳富蘆花記念

文学館観覧料減免申請書（様式第６号）を 提出し、教育長の

承認を受けなければならない。

４ （略）






